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第 77 回仙台市大規模小売店舗立地法専門委員会議事録 

 

1 日 時   令和 2年 11月 6日（金）10時 00分～11時 00分 

2 場 所   仙台市役所本庁舎 2階 第 2委員会室 

3 出席委員  委員長 岩動志乃夫 

委 員 菊池輝、栗原由紀子、中山正与、藤山真美子、本郷哲、松八重一代 

4 説明者   仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会 総括部会（地域産業支援課） 

同 交通部会（道路管理課、交通政策課） 

同 騒音・照明部会（環境対策課） 

同 廃棄物部会（事業ごみ減量課） 

同 街並みづくり部会（都市景観課、百年の杜推進課） 

5 関係機関  宮城県警察本部交通規制課 

6 会議の経過 

（1） 開会 

（2） 議事 

①個別届出案件 

「（仮称）富沢西商業施設新築工事」新設届出【資料１】 

（3） 閉会 

7 傍聴者   ０名  

8 報道機関  ０社  

9 議事録   以下のとおり（発言は要旨） 

 

議事詳細 

① 個別届出案件 

■「（仮称）富沢西商業施設新築工事」新設届出【資料１】 

（事務局）（資料に基づき、概要、説明会の実施状況及び住民意見書への対応状況を説明。） 

（運用協議会各部会）（資料に基づき、運用協議会各部会における協議内容を説明。） 

（委員長） 仙台市は「部会の意見なし」とのことだが、ただいまの説明について、質問等があればお願いし

たい。 

（委 員） 緑化について、屋上緑化と壁面緑化が大半を占めているが、気候の関係もあり管理が非常に難し

いと感じている。仮に管理がうまくいかなかった場合、大幅に緑化率が下がることになるため、

十分な管理をお願いしたい。また、屋上緑化と壁面緑化の施工実績を伺いたい。 

（設置者） 屋上緑化の施工は、当該計画地近隣のガソリンスタンドや以前届出をしている Frespo 富沢など

複数の商業施設で実績がある。同様に壁面緑化に関しても市内の商業施設で実績があり、昨年現

地を確認した際にはしっかり張り付いていた。地表面で緑化が充足できない場合、屋上緑化や壁

面緑化で対応している。 

（委 員） 当該緑化の管理はテナントではなく設置者が行うのか。特に屋上緑化は周辺住宅から視認できる

ため、継続的な管理を約束されたい。 

（設置者） 外部に委託する部分を含めてメンテナンス等計画的に当社で管理していく。また、継続的な管理

について了解した。 
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（委員長） 早朝など荷さばき時の騒音について、配送ルートの都合上時間帯に制限があることは理解してい

るが、住民意見書への回答の中で、周辺住宅地へ迷惑を掛けないようテナントへ周知徹底を図る

旨述べているが、具体的にどのように対応されるのか。 

（設置者） 荷さばき時間帯について、A-1区画テナントは、当該テナントの他店舗では昼夜問わず搬入して

いるところを現状 6時から 22時としているところではあるが、複数住民からの意見書提出を踏

まえ、継続協議中である。A-2区画テナントは、週に 2回程度の搬入のため問題ないと考えてい

る。周知方法は、搬入スペースへのアイドリング禁止看板の表示やテナント代表者との情報共有

の中で、作業時の騒音防止意識について徹底する。 

（委 員） 住民意見書への回答では、冷凍車のアイドリングを認めてほしい旨の記載があるが、冷凍車も含

めてアイドリング禁止を徹底させる理解でよいか。 

（設置者） 運営サイドからは、冷凍車に関しても極力エンジンを切るよう求める考えである。 

（委 員） 敷地北側の搬入車両出入口は荷さばき時間帯以外は封鎖するのか。仮に封鎖する場合、搬入待ち

車両の路上駐車が懸念され、状況によっては封鎖せず敷地内で待機させることも検討の余地が

あると考える。また住民から、6時からの搬入を 7時半からに、22時までの搬入を 20時までに

といった意見があるが、届出書上 6 時台、21 時台ともに A-1 区画の搬入車が各 1 台の計画であ

り、変更できないのならば当該時間帯に搬入が必要である合理的な理由を住民側に説明された

い。もう 1点は、テナントへの周知徹底に関して、どのようにチェックしフィードバックするの

かも含めて管理をお願いしたい。 

（設置者） 荷さばき可能時間帯以外は出入口を封鎖する考えであるが、先に述べた Frespo 富沢でも搬入時

の騒音に関する意見があり、その対応として営業時間外は正面入口から入庫するなどの対応を

している。荷さばき時間帯の短縮に関するテナントとの協議状況などの説明を住民側には丁寧

に行っていく。 

（委 員） 変更できないとしても合理的な説明をするだけでコミュニケーションは相当変わると思うので

そのような説明をお願いしたい。もう 1点、緊急車両の出入りの懸念から確認だが、南側に設置

するポストコーンはどのような構造であるか。 

（設置者） 説明の件は了解した。 

（事務局） 南側に設置するポストコーンは、脱着が可能な構造である。 

（委 員） 屋上緑化に関し多肉植物であるセダム系を選定した理由について、他の地被植物であれば多少蒸

発散などの効果も期待できるものの多肉植物だとほとんどその効果も期待できないと認識して

いる。また、当該計画地は周辺に低い建物が多く屋上緑化は視認上のメリットもほとんど無いよ

うに思う。これらのことから、今回、屋上緑化、その種類として多肉植物を選択した理由として

どのような機能を期待しているのか。 

（設置者） セダム系を選定した理由は当社の製品として取扱いがあることと、管理のしやすさによるもの。

屋上緑化の効果としては、東隣にある中高層のマンションから視認性がある点と同様に当マン

ションに対する光の反射抑制に効果があると期待される。 

（委 員） 機能としては、東側マンションに対する屋根面の反射に対して少し期待が出来るのではないか、

セダム系の選定理由は管理上の側面からという理解でよろしいか。東側マンションはどの程度

の高さであるか。 

（設置者） 屋上緑化についてはそのとおり。マンションの高さは 8階ないし 9階くらいと思う。 

（委 員） 騒音等に関し店舗開業後の迅速な対応が必要になることも想定されるが、近隣住民がコミュニケ
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ーションを取れる窓口などは設けるのか。 

（設置者） 特別に窓口を設けることはないが、他施設の事例から、住民が何らかの問題提起をする場合、ま

ず店舗に伝えるケースが多いため、設置者としてはテナントへ報告を義務付けることとし、当該

住民の方に対し、意見に対する改善策等について説明することとしている。 

（委 員） 屋上緑化について、設置する大きな要因は緑化率の充足と思料するが、例えば遮熱によるエアコ

ン代の削減などを期待する効果についてはどのようにお考えか。 

（設置者） 無論ランニングコスト削減もあるが、先ほど述べたとおり、東隣のマンションへの反射の影響を

より懸念し、屋上緑化の対応としている。 

（委 員） 先ほど回答のあった東側マンションは 6階建てではないか。また、説明のあった反射の効果に関

しても、小さい窓があるマンションの側面部が当該施設側を向いており、期待される効果はごく

わずかであると思われる。緑化の在り方として、「杜の都の環境をつくる条例」では、道路やグ

ラウンドレベルに緑があることが好ましいとされていることからも、設置者には今後、緑化面積

を満たすことだけではなく、条例が本来目的とする緑の意義とのバランスについても十分考慮

し、駐車場など可能な限り地表面への緑化を推進していただきたい。 

（設置者） マンションの階数は 6階に訂正する。指摘内容については了解した。 

（委 員） 住民意見書の提出が多い理由として、先にお話しされていた Frespo 富沢でのトラブルが起因し

ていると推察されるがいかがか。また、防音フェンス設置を求める住民意見に対する回答として、

設置を検討する旨の回答があるが、その後の進捗状況はいかがか。 

（設置者） 意見書が複数提出された要因として、計画地西側の葬祭場が特殊業種であることもあり説明会開

催など当施設とは違った手法で行っていたこと等が大きいと推察する。Frespo富沢に関しては、

開業から約 1年半経過したが、住民から意見が寄せられたのは 1件のみである。防音フェンス設

置については、区担当課との協議が整い、1.8ｍ高のフェンス設置を予定していることを 10月 7

日に任意で開催した説明会席上で説明している。 

（委 員） 設置が決定したとの理解でよいか。また、敷地北側は今後も住宅が建設される予定なのか。 

（設置者） 防音フェンス設置についてはそのとおり。敷地北側の住宅地は、概ね建設が落ち着いたと理解し

ている。 

（委 員） 住民の意見を汲んだ上で丁寧に対応するなど、住民側と引き続きコミュニケーションを円滑に取

りながら運営されたい。 

（設置者） 近隣住民の方々は当施設のお客様になり得る方々なので、いただくご意見を真摯に受け止め、し

っかりとコミュニケーションを取りながら対応する。 

――――――――――――――――――設置者退出―――――――――――――――――― 

 

（委員長） 仙台市は「部会の意見なし」とのことだが、委員会としてどのように判断するか、ご意見をお願

いしたい。 

（委 員） 屋上緑化と壁面緑化について、今後当該緑化を取り入れる案件は増えると思われるが、仙台市は

「杜の都」を標榜していることもあり、継続的な維持管理を設置者には求めてよいと思う。 

（委員長） 仙台らしさという点において緑化は大事な問題と思う。設置者からしっかり管理を行っていく旨

の発言があったので、そこはお願いしていきたい。 

（委 員） 本件の屋上緑化には管理の容易さから多肉植物が採られており、このようにセダム系の屋上緑化

が一般的に低コストでメンテナンス性が高いことは承知している。しかし、他の地被植物に比べ
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機能的な効果があるのかやはり疑問が残る。先に述べた条例で地表面に十分な緑化を施せない

場合に、芝若しくは地被植物を代替することが可能とされているが、このような機能的な効果の

違いがある点において、条例の定義として地被植物に多肉植物は含まれるとの理解で良いのか。

また、このような緑化の定義付けを条例等でさらに具体的に示すことにより設置者にとっても

対応方針が明確になるのではないか。 

（委員長） 今後は行政としてこの種類の植物を奨励する、のようなイメージか。 

（委 員） そのような具体性が重要と考えている。条例に定められた緑化の本来的意義を形骸化させないよ

う必要になると感じる。 

（事務局） まず、緑化を考える上で多肉植物は地被植物の一部とみなしている。委員から指摘のとおり、多

肉植物は蒸発散の量としては芝に比べ少なく、ヒートアイランド現象緩和等の効果が期待され

るかと言えばその効果は極めて低いと認識している。屋上緑化と一括りにせず、緑化の質につい

ては今後も在り方を検討していく。 

（委 員） 今のシステムでは、基準を満たしているか、問題がないかのようないわゆる最低ラインを順守し

ているかのチェックが主であり、より良いものを実現するためにどうあるべきかの発想から、行

政の関わり方や我々専門家の意見をどう反映させるのか、今後の制度の在り方について検討い

ただきたい。 

（委員長） それでは、委員会としては以下のとおり留意事項等を付し、意見なしとする。 

【設置者の回答として】 

ア. （「屋上緑化と壁面緑化が大半を占めているが、仮に管理がうまくいかなかった場合、大幅に緑化

率が下がることになるため、特に屋上緑化は周辺住宅から視認できるため、継続的な管理を約束さ

れたい。」という発言に対し） 

了解した。 

イ. （「（荷さばきの時間帯を変更してほしいという住民意見に関して）変更できないのならば当該時間

帯に搬入が必要である合理的な理由を住民側に説明されたい。」という発言に対し） 

荷さばき時間帯の短縮に関するテナントとの協議状況などの説明を住民側には丁寧に行っていく。 

ウ. （「住民の意見を汲んだ上で丁寧に対応するなど、住民側と引き続きコミュニケーションを円滑に

取りながら運営されたい。」という発言に対し） 

近隣住民の方々は当施設のお客様になり得る方々なので、いただくご意見を真摯に受け止め、しっ

かりとコミュニケーションを取りながら対応する。 

【専門委員会の留意事項として】 

ア. 屋上緑化及び壁面緑化部分について、メンテナンス等に関して適切かつ継続的な維持管理を行う

こと。 

イ. 法第 8条第 2項に基づく意見書に対する回答報告の対応を適切に実行すること。 

ウ. 開店後、交通や騒音等について近隣住民から苦情等が寄せられた場合には、迅速に状況を確認の

上、適切な対策を講じること。 

 

以上 


